
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

新潟県南魚沼市塩沢 1112-32 

発行：塩沢商工会  

TEL 025-782-1206 

FAX 025-782-4044 

http://shiozawasho.jp/ 

mail : shiozawa@shinsyoren.or.jp 

２０１９年 10 月号  №.391 

商工会は、地域事業者の皆様のご発展と創業を予定される皆様をご支援いたします。 

金融・労務・税務など経営の様々な課題を行政や支援団体と連携して解決を図ります。 

第１９回 塩沢商工会長杯 塩沢信用組合理事長杯 少年野球大会 開催 
  
 ８月３１日（土）大原運動公園にて、毎年恒例

の少年野球大会が開催されました。 

 参加した子供たちは日々の練習成果を思う存

分発揮し、駆けつけたご父兄もわが子の活躍に熱

い声援を送っていました。 

 ご参加頂きました皆様、そして運営にご協力下

さいました皆様、ありがとうございました。 

 

大会結果 
 

Ａクラス優勝    上関ファイターズ A 

準優勝  塩沢ヤッターズ 

Ｂクラス優勝  上関ファイターズＢ 

    準優勝  第二上田ヤングタイガース 

女性部研修旅行 
 

９月１１日（水）２１名の参加で、日光研修視察旅行

が行われました。 

当日は生憎の天気となりましたが、平成の大修理に

より色鮮やかに修復されている日光東照宮の社殿に

は、参加者一同圧巻されました！ 

午後の東武ワールドスクウェアの視察中は雷と豪雨

に見舞われてしまいましたが、食では湯葉と餃子を堪

能して、充実した研修視察を行うことができました。 
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 １０月～ 無料法律相談会のお知らせ 

無料法律相談会が下記のとおり開催されます。 

法律関係でお困りの方は、気楽にご相談下さい。 
 
会 場 開 催 日 

県連長岡支所 １０月１０日 (木) 

六日町商工会 １０月１７日 (木) 

県連長岡支所 １０月３０日 (水) 

中 里商工会 １１月 １日 (金) 

湯沢町商工会 １１月１４日 (木) 
 
■ご相談時間は １０：００～１２：００ までの 30 分間、予約制となって
おります。お申込みは、塩沢商工会へ（電話：025-782-1206） 

 

■上記以外でも県連合会など各地で無料法律相談会は開催してい
ますので、詳しくは塩沢商工会へご確認ください。 

ご融資額   ２,０００万円以内 
返済期間   運転資金  ７年以内 

         設備資金 １０年以内 

利   率   年 １.２１％（R0１．9．2現在） 

マル経融資ご案内 

無担保！・無保証！ 

小規模事業者向けの融資 

仕入や、諸経費の支払い資金、自動車や機械等の設
備資金を必要とする方はお気軽にご相談ください。 

※条件により市の利子補給制度を受けることができます。 

まずはご相談ください!! 

  塩沢商工会(電話 025-782-1206) 

日本政策金融公庫 

塩沢商工会報  2019 年 10 月号 

青年部視察研修旅行 
 

9月 3日（火）～4日（水）の 2日間、 

視察研修視察旅行が行われ青年部員 

８名が参加しました。 

今回は歴史ある町並みにより地域活性化に取り組む千

葉県の佐原・埼玉県の川越を視察することで来年度完成 

１０周年を迎える牧之通りの未来について考えることが

できました。 

夜は千葉マリンスタジアムでプロ野球観戦をしながら

バーベキューを行い、10 月 23 日に行われる関東ブロッ

ク青年部野球大会に向けて一致団結する場となりました。 

新潟県の最低賃金が変更となります！  
 

下記の特定(産業別)最低賃金が適用される労働者を除いて、すべての労働者に適用されます。 

新潟県の地域別最低賃金は、次のとおりです。 
 

 時間額：830 円（改定前：803円） ※効力発生日：令和元年 10 月 6 日  

 

特定（産業別）最低賃金 
 働いている事業場の産業が、次の「特定（産業別）最低賃金」の対象である場合は、「特定（産業別）最低賃金額」

が適用されます。 新潟県の特定（産業別）最低賃金額は、次のとおりです。 なお、適用除外（年齢、業務など）

がありますので、ご注意ください。 
 

電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、 

情報通信機械器具製造業 

時間額：890円（改定前：870円） 

 ※効力発生日：平成 30年 12月 22日 
 

各種商品小売業 時間額：824円（改定前：810円） 

 ※効力発生日：平成 30年 12月 31日 
 

自動車(新車)、自動車部分品・附属品小売業 

時間額：898円（改定前：877円） 

 ※効力発生日：平成 30年 12月 20日 

 

消費税引き上げに伴う 

商工会手数料のお知らせ 
   

令和元年 10 月より消費税が 10％に引き上げら

れるため、塩沢商工会に委託している記帳手数料や

労働保険手数料、委託団体手数料が消費税分のみ変

更となります。 

詳しくは塩沢商工会までお問い合わせください。 


